
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 第 1号 

 「相続が起こると『争続』に発展することがあります。『争続』にならないために『公正証書遺言』を作成しまし
ょう。令和６年４月１日から相続登記が義務化されました。３年以内に相続登記をしないと、１０万円以下の過
料の可能性があります」。参加者は、講師の話を一字一句漏らさないように、真剣な眼差しで聞き入っていま
した。講師は、簡裁代理認定司法書士 青山仁さんです。定員 20 名をはるかに超える 40 名の参加者は、遺
言と相続の関係について基本的な知識を深めることができました。 
 青山さんは、遺言については、要件が民法で厳格に定められているので、『自筆証書遺言』より『公正証書
遺言』のメリットをこと細かく説明してくれました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

受講者からは「70 代後半になり大変参考になった。具体的な質問に対する回答も参考になった。かみくだく

ような話し方で分かりやすかった。」「遺言書のひな型等を詳しく教えてほしかった。」等の感想を頂きました。 

 

 

 

 

 

令和６年７月１日発行 

発行 青森市沖館市民センター 

〒030-0002 青森市沖館 1-1-11 

TEL 017-761-4161  

FAX 017-761-4164 

   「年中飾れるこぎん刺しフレームづくり」 

  

日時：8月 27日・9月 3日・9月 10日（火） 

10：00～12：00 

募集：18歳以上 15人 

講師：なか雪 中村 由紀子 

材料費：1,600円 

準備物：裁縫道具 

申し込み：詳細は 8月号広報をご覧下さい。 

 
 
 
 
 

「山口京先生のエアロビクスダンス＆ストレッチ」 

日時：9月 17日～10月 15日（火）全 5回 

 18：30～20：00 

募集：高校生以上 30人 

講師：JWI認定インストラクター 山口 京 

受講料：無料 

準備物：内ズック・水分補給の飲み物・汗拭きタ 

オル・ヨガマット 

申し込み：詳細は 9月号広報をご覧下さい。 

 

 

 

 

         令和 5 年 4 月青森市沖館市民センター館長に就任し、あっという間の一年でした。 

振り返れば令和 5 年度はコロナ感染防止対策と向き合いながらのスタートとなりました 

が、5 月 8 日ようやく規制が緩和され、徐々に平常運営に戻りつつある中、4 年ぶりとな 

る、センターまつりをテストケースとして一日だけ開催しました。 

悪天候の中でしたが地域、各サークル、職員共々一丸となって実施したところ、待ち 

わびたまつりファンの方々で大盛況のうちに幕を閉じ、次回開催に向け大きな成果を

見ることが出来ました。 

今年度はこれらの事柄を教訓に管理運営、事業全般にさらなる企画を考案し、地域、職員等でスクラムを

組み、地域住民のニーズに応え更なる癒しの場づくりを目指し前進致したく、皆様のご協力ご指導ご鞭撻を

賜りたく、お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                    

  

講座レポート 
司法書士から「遺言と相続」 (５/２１) 
について学ぼう！ 

 お勧めの講座・イ ベ ン ト の ご 案 内！ （８・９月） 

 
館長のあいさつ 

伊藤 良治 館長 

・相続とは財産上の権利義務を承継すること。 

 ・被相続人が死亡した時点で相続は開始する(民法 882 条)。 

 ・遺産分割の 3 つの基本ルール 

  ①遺言書による指定 ②遺産分割協議による遺産分割 

③遺産分割調停 

 ・相続財産はプラス財産もマイナス財産も全て含む。 

・基本的に財産を相続できるのは法定相続人と受遺者。 

・法定相続人➡民法で定められた被相続人の配偶者、子ども等 

・受遺者➡遺言書によって指定された人 

 

・相続分➡配偶者は常に法定相続人。配偶者以外の親族 

（血族のみ）は、相続する順位が決まっており、相続順位が 

高い人が相続人となる。 

・遺留分➡民法が保証した最低限の分割割合(法定相続人) 

・自筆証書遺言➡自分で作成できる。不備があると無効。 

  裁判所の検認が必要。 

  ＊法務局保管➡裁判所の検認が不要(3,900 円)。 

・公正証書遺言➡原則無効になることがない。手数料発生。 

・相続税の基礎控除➡3000 万円+（600 万円×法定相続人の数） 



 

 

＜７月以降の開催予定を掲載しています。＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も学びがいのある講座をたくさん設けました。多くの方々の受講をお待ちしています。

なお、開催日時等が変更になる場合もありますので、受講希望の際は、毎月１回発行される「広

報あおもり」で確認又は、沖館市民センターにお問い合わせくださるようお願いいたします。 

 

青森市生涯学習推進員の須藤、田中、横内、

奈良原です。今年も「市民センターだより」を通して、各市民セン

ターの取組を発信し、市民の皆様の学びをしっかり支援してまいり

ます。 

編集後記 
〈 取材・編集 〉 

青森市中央市民センター1F 

青森市生涯学習推進員室 

TEL 017-734-0164（内線 36） 

沖館市民センター担当：須藤、横内 

 

番号 講座・イベント等名 開催日 曜日 開催時間 募集人数 募集対象 受講料等

1
丸勝水産ほたて工場見学～青森ほたてってこんなにすご
い！～

7/20 土 10：00～12：00 20 人
小学生以上

（小学生は保

護者同伴）
無料

2 クラフト式ミニ金魚ねぶたづくり　～出前！ワ・ラッセ工房～ 7/27 土 10：00～12：00 15 人
小学生以上

（小学生は保

護者同伴）
1,200円

3
親子で学ぶスマホの安心・安全な使い方～子どものスマホ
は危険がいっぱい～

7/28 日 10：00～11：30 20 人
小学生と保

護者
無料

4 年中飾れるこぎん刺しフレームづくり 8/27,9/3,10 火 10：00～12：00 15 人 18歳以上 1,600円

5 山口京先生のエアロビクスダンス＆ストレッチ 9/17,24,10/1,8,15 火 18：30～20：00 30 人 高校生以上 無料

6 沈殿藍で染める風呂敷づくり 9/27 金 10：00～12：00 10 人 18歳以上 1,200円

7 トラベル英会話（初級）
9/30,10/7,21,28,11
/11

月 9：15～10：45 12 人 18歳以上 無料

8 英会話教室（中級）～通じる英語を身につけよう～
9/30,10/7,21,28,11
/11

月 11：00～12：30 12 人 18歳以上 無料

9 沖館市民センターまつり 10/12,13 土、日 9：00～15：00 一般

10 はじめての手話教室 10/19,26,11/2,9,16 土 10：00～12：00 12 人 中学生以上 無料

11 ステンドグラス教室～サンタクロースのオーナメント～ 10/25,11/1,8, 金 9：30～12：30 10 人 18歳以上 3,500円

12 消しゴムはんこでクリスマスカード＆年賀状づくり 10/29,11/5,12,19 火 13：30～15：30 8 人 18歳以上 500円

13 裁判官に教えてもらう裁判員制度について 10/30 水 10：00～12：00 20 人 18歳以上 無料

14 県産のカシスとりんごでスイーツづくり 11/3 日 10：00～13：00 12 人 18歳以上 2,000円

15 ボールペン字教室～目指そう！美文字！～ 11/19,26,12/3 火 10：00～12：00 15 人 18歳以上 1,000円

16 アーティフィシャルフラワーでクリスマスリースづくり 11/20 水 10：00～12：00 12 人 18歳以上 2,000円

17 県産羊毛で作るペットボトルケース 11/27 水 9：30～12：30 8 人 18歳以上 800円

18
親子でクリスマスケーキづくり　～チョコクリームのブッシュ
ドノエル～

12/24 火 10：00～13：00 16 人
小学生と保

護者
1,800円

19 お正月を彩る華やかフラワーアレンジメント 12/28 土 10：00～12：00 12 人 18歳以上 3,000円～

20 簡単で美味しい！時短節分料理 1/25 土 10：00～13：00 12 人 18歳以上 1,500円


